
■　対象
依頼会員　市内在住・在勤・在学で、中学生以下の
子どもがいる人
協力会員　市内在住の心身ともに健康で、子どもの
預かりや送迎などができる人
※保育士・教諭などの資格や経験は必要ありません。
両方会員　依頼会員と協力会員の両方に該当する人
■　活動内容
・保育園、幼稚園などの開始前または終了後の児童
の預かり

・保育園、幼稚園などへの送り迎え
・学校、児童クラブ終了後の児童の預かり
・通院、冠婚葬祭など外出の際の児童の預かり
・そのほか会員の育児の支援のために、センターが
必要と認めた援助

●入会金、年会費は必要ありません。
●依頼会員から協力会員に１時間当たり600円（昼間
の基準額）の報酬を支払います。

●会員になると自動的にファミリー・サポート・セ
ンター補償保険に加入することになります。保険
料はへきなんファミリー・サポート・センターが
負担します。

●会員は説明会、講習会を受けていただきます。
●入会、依頼受付、問い合わせは、９時30分から18
時です（水曜日を除く）。

※手続きや説明に時間がかかりますので、余裕を持
ってお越しください。
申込み　電話、ＦＡＸまたはメールでここるっくし
んかわ内へきなんファミリー・サポート・センター
☎（41）2555　■℻（48）6522
famisapo@hekinan-sakyo.jp

あなたの子育てを応援しますあなたの子育てを応援します
へきなんファミリー・サポート・センターの
会員になりませんか

市内在住で、子どもの預かりや送迎などが
できる人
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このような
システムです

市内在住・在勤・在学で、中学生以下の
子どもがいる人

協　力　会　員

ファミリー・サポート・センター

依　頼　会　員

※依頼会員が協力会員に直接支払います。

協力会員募集中
お仕事から一線を退いた人、
時間にゆとりができた人、
地域で育つ子どもたちを
応援してください

ファミリー・サポート・センターとは
子育ての手助けをしてほしい人（依頼会員）と子育ての手助けをしたい人（協力会員）が会員となって、

お互い助け合い、地域で育つ子どもたちを応援する会員組織です。
※現在、協力会員数の不足により援助依頼が受けられないこともあります。

162020.4.1

異動の多いこの時期、届出が必要な人は期限内に忘れずに手続きをしてください。
国保に加入するとき

加入の届出が遅れると
国保の加入資格が発生した日（前の健康保険の資
格を喪失した日）までさかのぼって保険税を納めて
いただきます。
そのほか

国内に住所を有する20歳以上60歳未満の人は、国
民年金に加入しなければなりません。
就職、退職、結婚などで国民年金の種類が変わる
ことがあります。届出をしなかったために将来年金
が受けられなくなる場合がありますので、忘れずに
届け出ましょう。
■国民年金の被保険者は３種類です
第１号被保険者
農業、商業などの自営業者、学生や働いていない
人で、第２号・第３号被保険者に該当しない人
第２号被保険者
会社員、公務員など厚生年金保険の被保険者
第３号被保険者
第２号被保険者に扶養されている配偶者

■問　国保年金課国保係　☎（95）9891

国保を脱退するとき

脱退の届出が遅れると
資格がなくなったあとで国保の保険証を使って受
診した場合、国保で負担した医療費を返還すること
になります。
口座振替にご協力ください
国民健康保険税の納付は原則口座振替をお願いし
ております。加入・変更手続きの際には口座番号の
分かるものとその届出印をご持参ください。
ご注意ください
すべての手続きに身分証明書が必要です。また、
各種申請書にマイナンバーの記載が必要になりまし
た。マイナンバーの分かるものと顔写真付きの身分
証明書をお持ちください。
国保の届出とあわせて年金や福祉医療などの手続
きをする場合は印鑑が必要です。

■学生は学生納付特例制度を
利用できます
学生のあいだは国民年金の納付が猶予されます。

20歳以上の学生は毎年度申請が必要です。猶予され
た期間分は、社会人になってからでも申請年度から
10年以内であれば保険料を納めることができます。
学生納付特例の申請手続きをしなかったり、保険
料を納め忘れたりすると、在学中に事故や病気で障
害が残っても障害基礎年金が受けられません。
申込み　学生証（有効期限の記載があるもの。写し
可）または在学証明書、印鑑を持参し国保年金課年
金係　☎（95）9893

20歳になったら国民年金

国保の加入・脱退は必ず14日以内に届出を

職場などの健康保険を脱
退したとき（健保などの
被扶養者から外れたとき）

こんなとき

生活保護を受けなくなっ
たとき

ほかの市町村から転入し
たとき

保護廃止通知書

届出に必要なもの

職場の健康保険をやめた
証明書
※脱退日から14日以内に
証明書が届かない場合は、
期限内にご相談ください。

転出証明書

職場などの健康保険に加
入したとき（健保などの
被扶養者になったとき）
生活保護を受けるとき

こんなとき

死亡したとき

ほかの市町村へ転出する
とき 保険証

届出に必要なもの

保険証、死亡を証明する
もの、印鑑、葬祭費を振込
む口座番号の分かるもの

保険証、保護開始通知書

国保と健保の保険証

世帯が分かれたり、一緒
になったとき
修学のため、子どもがほ
かの市町村に住むとき
保険証を破損・紛失した
とき

こんなとき
住所、世帯主、氏名など
が変わったとき

保険証

破損した保険証

保険証

届出に必要なもの

保険証、在学証明書
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